
はハードウエア、データベース、ミドルウエア
などシステム開発に必要な環境一式を、ネット
ワークを通じて提供するサービス形態です。
さらに、IaaS（Infrastructure as a Service）
は、クラウド構築のために必要なインフラ環境
だけをベンダーが用意し、アプリケーション基
盤やアプリケーションは、ユーザーが準備する
という形態です。
この他、サービス提供の形態別に分類する場

合、不特定多数のユーザーへ提供されるパブリッ
ククラウドと、ユーザーが、ある企業などの内
部者に限定されるプライベートクラウドとに分
けられます。よく利用される形態として、ベン
ダーからシステムリソースをジャスト・イン・
タイムで借り受けるパブリッククラウド、ベン
ダーのリソースを使って構築するSaaS型のプ
ライベートクラウド、自社内に仮想化データセン
ターを構築する自社利用前提のプライベートク
ラウドなどが挙げられます（＜図1＞参照）。

クラウド普及に伴い、ユーザーのIT戦略にお
いて、資産の所有のみならずサービスの利用と
いう選択肢が増えました。一般に、クラウドの
メリットとして、投資コストやIT運用コストを
削減できることが挙げられます。これは、ネッ
トワーク回線の高速化・大容量化、各種技術の発
達に伴うベンダー側でのスケールメリットによ
り、利用者当たりのコストを低く抑えることが可
能となるためです。また、クラウドにより、デー
タやシステムそのものの分散管理が可能となる
ことから、災害対策の面でも注目されています。
一方、クラウドには、システム障害が発生せ

近年、システム運用コストの削減や業務改善
の観点から、企業や官公庁の情報システムにお
いてクラウドの活用が広まっています。
本稿では、クラウドの概要と、その会計処理

について解説します。

1. 定義
現在、統一された定義は特にありませんが、

経済産業省が平成22年8月16日に公表した
「クラウドコンピューティングと日本の競争力
に関する研究会」報告書では、クラウドとは
「ネットワークを通じて、情報処理サービスを、
必要に応じて提供／利用する」形の情報処理の
仕組み（アーキテクチャー）と定義しています。
また、ユーザーにとっては、ネットワークを通
じて情報処理を利用するサービスであり、ベン
ダーにとっては、そのサービスを提供するビジ
ネスであると説明しています。

2. 分類
クラウドは、サービスの性質別に、SaaS、

PaaS、IaaSと分類されることがあります。
SaaS（Software as a Service）とは、イン
ターネットを通してアプリケーションソフトな
どをウェブ上で利用できるようにする、ソフト
ウエアの提供方法をいいます。主なサービス例
として、商談や顧客情報を一元管理する顧客管
理システム（CRM）や営業支援システム（SFA）
があります。
アプリケーションを対象としたサービスであ

るSaaSに対し、PaaS（Platform as a Service）
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数のユーザーに販売するケースでは、ASPに
係るソフトウエア制作費は、市場販売目的のソ
フトウエアとして取り扱います。従って、製品
マスター完成までの費用は研究開発費として費
用処理し、製品マスター完成後の制作費は資産
計上することとなります。減価償却は、見込販
売数量に基づく方法や、見込販売収益に基づく
方法などにより行われます。
また、例えばPaaS上にユーザー仕様のアプ
リケーションソフトウエアを構築する場合、そ
のソフトウエア制作費は、受注制作ソフトウエ
アとして会計処理を行います。ソフトウエア制
作費を個別原価計算により集計する一方、工事
契約に関する会計基準を適用して売上を計上し
ます。売上計上の方法には、成果の確実性が認
められる場合に、制作の進

しん

捗
ちょく

度に応じて売上
計上する進行基準と、成果の確実性が認められ
ない場合に、全ての制作が完了し、引き渡しを
行った時点で計上する完成基準が挙げられます。
さらに、自社やグループ企業向けにプライ
ベートクラウドを提供する場合、ソフトウエア
制作費は自社利用目的のソフトウエアとして会
計処理します。従って、当該ソフトウエアにつ
いて、将来の収益獲得または費用削減効果が認
められる場合には、ソフトウエア制作費を無形
資産に計上し、利用可能期間にわたり償却が行
われます。

参考文献：新日本有限責任監査法人、アーンスト･アン
ド･ヤング･アドバイザリー編『クラウドを
活用した業務改善と会計実務』（中央経済社）

ず、使いたい時に使うことができるかという可
用性の面、データ漏えいは生じないかという情
報セキュリティー面で、一定のリスクがあると
いわれています。

1. ユーザー側の会計処理
クラウドを利用する場合、通常はライセンス

料を支払うこととなり、当該利用料を費用計上
します。一時金で利用料を支払う場合は、その
対価の有効期間にわたって費用化することにな
ります。なお、自社でプライベートクラウドを
構築する場合、ユーザーが自社のハードウエア
を利用し、その基盤上に自社利用のソフトウエ
アを構築することが多いと考えられますが、そ
の場合には、ソフトウエアを無形資産に計上す
るとともに、利用可能期間（原則として5年以
内）にわたり償却費を計上します。

2. ベンダー側の会計処理
（1）収益認識
月額利用料での契約の場合、毎月の利用料を

発生主義により売上計上します。

（2）ソフトウエア制作費
ベンダー側のソフトウエア制作費は、サービ

ス提供の形態により、複数の処理方法が考えら
れます。
クラウド上に構築したASP※などを不特定多
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Ⅳ　会計処理

中井清二（なかい せいじ）　主に国内事業会社の監査業務に従事。業種は、ソフトウエア業、人材派遣業など。監査業務の他、国際会
計基準（IFRS）関連業務や執筆活動に携わっており、共著に『Q&A　ソフトウェア業の会計実務』（清文社）がある。

※　アプリケーション・サービス・プロバイダー。一般にアプリケーションソフトウエアの処理サービスを、インター
ネットを通じてユーザーに提供する事業者のこと、もしくはサービスそのもののこと
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